
道
路
法
施
行
令
及
び
建
築
基
準
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
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政
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四
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七
十
九
号
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（
抄
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建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
（
抄
）
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○

道
路
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
七
十
九
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
工
作
物
等
）

（
道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
工
作
物
等
）

第
七
条

法
第
三
十
二
条
第
一
項
第
七
号
の
政
令
で
定
め
る
工
作
物
、
物
件
又

第
七
条

法
第
三
十
二
条
第
一
項
第
七
号
の
政
令
で
定
め
る
工
作
物
、
物
件
又

は
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

は
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
十
二

（
略
）

一
～
十
二

（
略
）

十
三

高
速
自
動
車
国
道
又
は
自
動
車
専
用
道
路
に
設
け
る
休
憩
所
、
給
油

十
三

高
速
自
動
車
国
道
又
は
自
動
車
専
用
道
路
に
設
け
る
休
憩
所
、
給
油

所
そ
の
他
の
自
動
車
に
燃
料
又
は
動
力
源
と
し
て
の
電
気
を
供
給
す
る
た

所
及
び
自
動
車
修
理
所

め
の
施
設
及
び
自
動
車
修
理
所

十
四

（
略
）

十
四

（
略
）



- 2 -

○

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
（
抄
）

※
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令

の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
令
和
六
年
四
月
一
日
施
行
）
に
よ
る
改
正
後
の
も
の

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
道
路
内
に
建
築
す
る
こ
と
が
で
き
る
建
築
物
に
関
す
る
基
準
等
）

（
道
路
内
に
建
築
す
る
こ
と
が
で
き
る
建
築
物
に
関
す
る
基
準
等
）

第
百
四
十
五
条

（
略
）

第
百
四
十
五
条

（
略
）

２

法
第
四
十
四
条
第
一
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
建
築
物
は
、
道
路
（
高

２

法
第
四
十
四
条
第
一
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
建
築
物
は
、
道
路
（
高

度
地
区
（
建
築
物
の
高
さ
の
最
低
限
度
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。

度
地
区
（
建
築
物
の
高
さ
の
最
低
限
度
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
高
度
利
用
地
区
又
は
都
市
再
生
特
別
地

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
高
度
利
用
地
区
又
は
都
市
再
生
特
別
地

区
内
の
自
動
車
の
み
の
交
通
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
上
空
に
設

区
内
の
自
動
車
の
み
の
交
通
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
上
空
に
設

け
ら
れ
る
渡
り
廊
下
そ
の
他
の
通
行
又
は
運
搬
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
で

け
ら
れ
る
渡
り
廊
下
そ
の
他
の
通
行
又
は
運
搬
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
で

、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
特
定
主
要
構

、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
特
定
主
要
構

造
部
が
耐
火
構
造
で
あ
る
か
又
は
主
要
構
造
部
が
不
燃
材
料
で
造
ら
れ
て
い

造
部
が
耐
火
構
造
で
あ
る
か
又
は
主
要
構
造
部
が
不
燃
材
料
で
造
ら
れ
て
い

る
建
築
物
に
設
け
ら
れ
る
も
の
、
高
度
地
区
、
高
度
利
用
地
区
又
は
都
市
再

る
建
築
物
に
設
け
ら
れ
る
も
の
、
高
度
地
区
、
高
度
利
用
地
区
又
は
都
市
再

生
特
別
地
区
内
の
自
動
車
の
み
の
交
通
の
用
に
供
す
る
道
路
の
上
空
に
設
け

生
特
別
地
区
内
の
自
動
車
の
み
の
交
通
の
用
に
供
す
る
道
路
の
上
空
に
設
け

ら
れ
る
建
築
物
、
高
架
の
道
路
の
路
面
下
に
設
け
ら
れ
る
建
築
物
並
び
に
自

ら
れ
る
建
築
物
、
高
架
の
道
路
の
路
面
下
に
設
け
ら
れ
る
建
築
物
並
び
に
自

動
車
の
み
の
交
通
の
用
に
供
す
る
道
路
に
設
け
ら
れ
る
建
築
物
で
あ
る
休
憩

動
車
の
み
の
交
通
の
用
に
供
す
る
道
路
に
設
け
ら
れ
る
建
築
物
で
あ
る
休
憩

所
、
給
油
所
そ
の
他
の
自
動
車
に
燃
料
又
は
動
力
源
と
し
て
の
電
気
を
供
給

所
、
給
油
所
及
び
自
動
車
修
理
所
（
高
度
地
区
、
高
度
利
用
地
区
又
は
都
市

す
る
た
め
の
施
設
及
び
自
動
車
修
理
所
（
高
度
地
区
、
高
度
利
用
地
区
又
は

再
生
特
別
地
区
内
の
自
動
車
の
み
の
交
通
の
用
に
供
す
る
道
路
の
上
空
に
設

都
市
再
生
特
別
地
区
内
の
自
動
車
の
み
の
交
通
の
用
に
供
す
る
道
路
の
上
空

け
ら
れ
る
も
の
及
び
高
架
の
道
路
の
路
面
下
に
設
け
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。

に
設
け
ら
れ
る
も
の
及
び
高
架
の
道
路
の
路
面
下
に
設
け
ら
れ
る
も
の
を
除

）
と
す
る
。

く
。
）
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）


